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スカラネット下書き用紙への記入漏れ、記入誤りや添付書類の不足があると内容確認に 

時間を要するため、手続きが遅れることがありますので、提出前に再度ご確認をお願いいたします。なお、

確認後には□にレを記入願います。 

 

【スカラネット下書きの記載漏れの確認】 

スカラネット下書き用紙に記入漏れ・チェック漏れがないか提出前に再度確認願います。 

特に以下の項目の記載・チェック漏れが多い為、再度確認願います。 

 

貸与区分 項目 
スカラネット 

下書き用紙 
確認 

第１種奨学金 

貸与希望金額（記載） Ｅ.１.（１） ☐ 

返還方式（チェック） Ｅ.１.（２） ☐ 

保証制度（チェック） Ｇ.１.（１）又は（２） ☐ 

第２種奨学金 

貸与希望金額（記載） Ｅ．２.（１） ☐ 
貸与開始希望月（記載）※開始月は、振

込開始月ではなく、貸与開始を希望す

る月です。 

（例）６月採用 ４月貸与開始希望 

→採用月である６月に４～６月分が振

り込まれます。 

Ｅ．２.（２） ☐ 

利率算定方式（チェック） Ｅ．４．（１） ☐ 

保証制度（チェック） 

Ｇ．１.（１）又は（２） 

併用貸与希望者は併せて 

Ｇ．２.（１）又は（２） 

☐ 

 

 

 

 

 

 

 



【間違いの多い事項・注意事項】 

 （１）貸与奨学金返還誓約書情報 住所（Ｈ．１.（４）） 

    住民票に登録されている住所を確認の上、記載してください。 

    また、住所は棟名・号室漏れ等がないように正確に記載願います。     

 （２）連帯保証人・保証人欄は入力間違いがあった場合、採用後提出頂く返還誓約書において、訂正 

（訂正印）が必要となります。住民票記載の住所を基準としますので、正確に記載願います。 

特に保証人の氏名（※）・住所・勤務先名称は、必ず確認願います。 

    ※「朗・郎 富・冨 大・太」等の記載入力間違いがあります。なお、旧字体・異体字について 

は、入力時にはどちらでも問題ありません。 

    連帯保証人と保証人は別生計であることが条件です。このため、同居家族は、就職等していても 

    同一生計となる場合が多いため、保証人の選任にあたっては、ご検討の上、選任願います。 

 （３）収入計算書について 

    ①奨学金の家計判断は申請者及び配偶者の所得を基準として判断します。この所得には、学費（授 

業料・通学費）、食費・生活費、小遣い等を含みます。 

ご両親等からこうした支援（実際の金銭の授受に限らない）を受けている場合には、「父母等か 

らの給付額」に該当します。特に、自宅通学されている場合には、食費・生活費・通学費の計上 

漏れがないかご確認ください。 

また、ご本人の預貯金を取り崩している場合には、その金額を記載願います。 

収入計算書にはこれらを考慮の上、合理的な金額を申告してください。 

なお、本学の授業料免除制度の適用を受けている場合には、免除されている金額については、 

「父母等の給付」に該当せず、収入計算書に計上する必要はありません。 

    ②本年見込額に関しては、前年の収入に対して、勤務先が変わった・アルバイト数が増減した 

場合等、前年と比して大きく状況が変わった場合のみ計上してください。勤務時間数の変動に

よる所得変動等はゆらぎとなり、変動に含みません。また、本年見込額に計上する場合には、変

動しているものだけではなく、継続している所得を全て計上してください。 

③本年見込額に関しては、アルバイト・定職は申込月時点で継続しているものが対象となり、 

退職しているものは、今年分は計上不要です。同様に奨学金についても申込時点で応募段階の

奨学金や貸与・給付が終了した奨学金は計上不要です。 

     （例）令和６年６月末退職したアルバイトＡ社の所得・・・本年見込額としては計上不要 

     （例）令和６年３月分で終了した奨学金・・・・・・・・・本年見込額としては計上不要 

     （例）現在申請中の奨学金で採否未定・・・・・・・・・・本年見込額としては計上不要 

ただし、いずれも前年（令和５年１月―１２月）に所得がある場合には、前年分においては 

計上が必要となります。 

    ④配偶者がいる方は、配偶者が常勤として勤務している場合には、家計判断の対象となりますの 

で、源泉徴収票を必ず提出してください。ただし、配偶者については、それ以外の所得について 

は、計上は不要です。 

    ⑤本年見込額が空欄となっている場合には、「前年所得」と同額と判定されます。①の理由か 

     所得が「０円」と判定されることはありません。 

    ⑥本年見込み額にアルバイトを記載した場合には、該当するアルバイトの「時間数」も記載が必 

要となります。 

 

 


